
 

令和８年度三重県起業支援事業に係る執行団体公募要領 

 

県では、県外から移住し、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした事業

（以下「社会的事業」という。）の起業をする者またはＳｏｃｉｅｔｙ５．０関連業種等の付加価

値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継、第二創業を行う者（以下

「起業者」という。）に対して起業支援金を交付する事業を実施します。 

つきましては、当該支援金の交付業務や伴走支援等の業務を行う執行団体を募集し

ます。 

 

１ 事業の目的 

三重県起業支援事業（以下「本事業」という。）は、起業者に対し、起業、事業承継又は

第二創業（以下「起業等」という。）に必要な経費の一部として起業支援金を交付すると

ともに、事業の立ち上げに関する伴走支援等を行うことにより、地域における課題解決

に資するサービスを提供する担い手を確保し、地域経済の活性化を図ることを目的とし

ます。 

 

２ 事業スキーム 

本事業は、以下のスキームによる補助事業です。 

 
（申請）↑ ↓（本募集に係る補助金 補助率：１０／１０） 

  
（申請）↑ ↓（起業支援金 補助率：１／２、伴走支援等） 

  
 

３ 事業内容 

本事業の内容は、別紙１「三重県起業支援事業に係る執行団体の業務について」及び

別紙２「起業支援金の交付について」のとおりとします。 

 

４ 事業実施期間 

交付決定日から令和 9 年 2 月 26 日(金)まで 

 

５ 補助金の交付要件等 

(1) 補助額 

本補助金の補助額は 9,099 千円を上限とし、その内訳は以下のとおりとします。 

① 事務費（起業支援金の執行、伴走支援に要する事務費等）：上限 4,09９千円 

② 起業支援金： 5,000 千円(上限 1,000 千円/者) 

 

(2) 補助対象経費等 

経費区分 内容 

事務費 起業支援金に係る公募及び審査並びに起業者に対する伴走支援、起業等

三重県 

執行団体 ← ※今回公募 

起業者 ← ※今後、執行団体が公募 



 

をする者に対する周知・広報及び起業支援金交付等を行う際に要する経

費で次に掲げるもの 

①人件費 

②謝金 

③旅費 

④会議費 

⑤賃借料 

⑥通信運搬費 

⑦消耗品費 

⑧雑役務費 

⑨外注費 

⑩委託費 

⑪広報・周知費 

⑫その他の経費 

※人件費については、補助事業に直接従事する従業員等に対して支払う

給与・賃金等に限ります。 

起業支援金 起業者が地域課題の解決を目的として起業等を行う際に要する次に掲

げる経費の２分の１に相当する額又は１００万円のいずれか少ない額以内

で交付する起業支援金 

①人件費 

②店舗・事務所等賃借料 

③設備費 

④原材料費 

⑤賃借料 

⑥知的財産権等関連経費 

⑦謝金 

⑧旅費 

⑨外注費 

⑩委託費 

⑪マーケティング調査費 

⑫広報費 

 

６ 補助金の支払い 

(1) 支払時期 

本補助金の支払いは、原則として事業終了後の精算払いとします。ただし、必要と認

められる場合は、概算払することができるものとします。 

 

(2) 支払額の確定方法 

事業終了後、執行団体から提出された実績報告書に基づき、必要に応じて現地調査

を行ったうえで、支払額を確定します。 

支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内で、実際に支出したと認められる

費用の合計となります。このため、全ての支出にはその収支を明らかにした帳簿類及び

領収書等の証拠書類が必要となります。 



 

７ 応募資格 

次に掲げる事項の全てに該当する法人とします。 

(１)県内に活動の拠点を有する法人であること。 

(2) 本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること。 

(3) 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

(4) 本事業を推進するうえで県が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を

構築できること。 

(5) 県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第１項各号に掲げる者でないこと。 

 

８ 応募手続き 

(1) 質問の受付及び回答 

本業務又は審査委員会に関し質問がある場合は以下により質問をしてください。  

① 質問の受付期限  

令和８年５月１５日（金）１２時必着  

② 質問の方法  

質問内容を簡潔にまとめ、質問提出書（第５号様式）に記入のうえ、メールで提出

してください。質問の送信後、質問の提出先に電話し、到達確認を行ってくださ

い。  

③ 質問の提出先 

下記１０の担当所属に提出してください。  

④ 質問に対する回答  

質問に対する回答については、令和８年５月１８日（月）１７時までに、三重県ホー

ムページに掲載します。質問申請の有無にかかわらず、実施計画書等を提出する

前に、質問内容に対する回答ページを確認してください。 ただし、質問及び回答

の内容が、質問者の具体的な提案事項に密接に関わるもの については、質問者

に対してのみ回答します。 

 

(２)参加資格確認申請及び確認結果の通知 

本業務を応募しようとする者は、三重県に対し、この審査委員会の参加資格確認申

請を行ってください。 

① 提出期限  

令和８年５月２０日（水）１２時必着 

② 提出方法  

持参又は郵便、民間事業者による信書便で送付してください。 

③ 提出先 

下記１０の担当所属に提出してください。 

④ 提出書類  



 

ア 審査委員会参加資格確認申請書（第１号様式）  

イ 役員等に関する事項（第２号様式）  

⑤ 参加資格確認結果の通知  

令和８年５月２９日（金）１７時までに、申請者に対し電子メールにて通知します。 

 

(３)事業実施計画書の提出 

上記8(2)⑤により、参加資格確認を受けた者は、以下により事業実施計画書等を提出して

ください。 

① 提出先 

三重県雇用経済部産業イノベーション推進課あて郵送又は持込 

② 提出資料及び部数 

下記ア～ウを正本１部及び副本５部、エを正本１部、期限までに提出してください。 

ア  事業実施計画書（第３号様式） 

イ  経費内訳書（第４号様式） 

ウ  審査委員会用のプレゼンテーション資料（ア 事業実施計画書及びイ 経費内   

訳書を簡潔にまとめたもの） 

エ  添付書類 

・法人の履歴事項全部証明書、定款又は寄附行為の写し（履歴事項全部証明書

の写しの場合、応募申請日から６か月前以内に発行のもの） 

・法人の概要が分かる説明資料（パンフレット等） 

・直近１年の事業報告及び決算報告 

 

(４)その他留意事項 

・提出された申請書類等は返却しません。 

・申請書類等に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本事業の執行団体の選定以

外の目的には使用しません。 

・申請に要する費用は、応募者の負担とします。 

 

９ 審査 

(1) 審査方法 

・申請書類に基づき、オンライン（ＺＯＯＭ）での審査委員会を実施し、審査委員に対して

事業計画を説明するプレゼンテーション審査とし、その結果に基づき執行団体１者を

決定します。 

・審査委員会の開催時期は令和 8 年６月９日(火)とします。 

・審査委員会の所要時間は、２０分程度とします。（説明１０分、質疑応答１０分） 

・審査委員会の参加者には、実施日時、Web 会議システムの接続に必要な URL、パス

ワード等について、令和 8 年６月４日(木)に電子メールで連絡します。 

 

(2) 審査基準 

執行団体の選定は、主に以下の項目を総合的に評価して行うものとします。 

①執行団体としての適格性 

・事業を実施できるだけの経営基盤及び十分な資金管理能力があり、必要な実施体



 

制を構築することが可能か。 

・類似の事業を実施した実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが期待できる

か。 

②事業実施計画の妥当性 

ア 周知、起業促進、審査等 

・実施スケジュールは実現可能で具体的な内容となっているか。 

・事業の目的に沿った起業等をする者を集めることができる周知・広報を行うとと

もに、起業等を促す内容となっているか。 

・「みえスタートアップ支援プラットフォーム」や大都市圏での移住促進イベント等の

県の取組との連携が講じられているか。 

・審査委員会は社会的事業に知見のある複数の外部有識者により構成されるもの

で提案されているか。 

イ 伴走支援 

・起業者のニーズを踏まえた効果的な支援を行える伴走支援の内容が提案されて

いるか。 

・本事業終了後も起業者が事業を継続できることを想定した支援内容となっている

か。 

③事業の効果を高めるための工夫 

・事業の効果を高めるための工夫が盛り込まれているか。 

④経済的合理性 

・事務費の使途、内容及び積算は妥当であるか。 

 

(3) 審査結果 

審査結果は、採否にかかわらず応募者全員に通知します。 

 

１０ 提出・問い合わせ先 

〒５１４－８５７０ 

三重県津市広明町１３番地 

三重県雇用経済部産業イノベーション推進課技術革新班 

Ｔｅｌ：０５９－２２４－２２２７  

Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｏｕｇｙｏ＠ｐｒｅｆ．ｍｉｅ．ｌｇ．ｊｐ 

担当：小松・津川 


